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人権学習参観 ～大人も子どもも一緒に考えましょう～ 

 10 月 14 日は今年度 2 回目の学習参観を行いました。今回は全校一斉に人権学習を公

開しました。本校の人権・同和教育の目標は「自分の大切さとともに、他の人の大切さ

を認めることができるようになり、共感的な態度や行動ができるようにする」としてい

ます。この目標の実現のため、田主丸小人権学習カリキュラムを作成し、各学年で年に

3 回は必ず「人権学習」を行っています。各学年の年間を通した取組は、参観後の学級

懇談会で担任より説明をいたしました。田主丸小学校を卒業するまでに、一人一人の児

童にしっかりとした人権感覚を身につけさせるため、教職員も日々学びながら指導に当

たっています。また、田主丸町内の 7 つの小学校と中学校の教職員達が互いに実践を交

流し合う場も設けています。 

 今回の参観では、保護者の方々にアンケートをとらせていただきました。その中にあ

った声をいくつか紹介します。 

 ○ 家ではなかなか人権について話し合う機会がないので、授業で人権について学べ

て嬉しく思います。 

 ○ 授業を参観していて大人である自分が決めつけた見方や言い方をしていることを

反省しました。子どもの見本となれるよう努力していきたいです。 

 ○ 人権学習と懇談会、そして署名の話もあり、その意味が 

よくわかりました。 

 一人一人の人権が大切にされるためには、大人も子どもも 

同じように学び、考え、行動していくことが大きな力になる 

と感じます。現在お願いしている「教育条件整備」に関わる 

署名活動にもご協力をよろしくお願いします。 

 

来年度の専門委員さんが決まりました 
 

同じく 14 日に来年度の PTA 専門委員さんの選出が行われました。 

PTA 役員理事会での決定を受けて、来年度から委員会の数を一つ減らし、2 年生以上の

保護者様から選出する等、変更点がありました。今年度の理事さん方のリーダーシップに

より、ご都合がつかれず参加が難しかった保護者様には、丁寧に電話による意思確認もな

されながら、すべての委員さんが決まりました。 

皆様のご協力に心から感謝いたします。 



服装の決まりを再確認 
寒くなってきました。朝校門に立っていると、制服着用の基本（学生服、セーラー服、

ポロシャツ、スカート、半ズボン）に防寒着を着て登校する児童も増えてきています。 

防寒着は、学生服、セーラー服の下に着用するようになっています。但し、体が大きく

なって下に着込むのが難しい場合は、上に羽織っても良いです。休み時間等の児童の活発

な動きを考えると、安全上できるだけフードのついていないものが望ましいです。また、

給食時間のことを考えると、衛生面からエプロンのひもがきちんと結べるもの、袖の長す

ぎないものが良いと思います。 

制服を着て活動するのは児童、準備していただくのは保護者の皆様ですので、学校とし

ては、負担をかけ過ぎないように配慮していきたいと考えています。 

 

 

 

1１月 1 日(火) 全校朝会 
委員会活動 

12 月 1 日(木) 3 年生校外学習 
2 日(金) 5 年生校外学習 

2 日(水) ALT 6 日(火) 田主丸タイム(1 年生) 
SC 来校 

4 日(金) 職員研修会(４時間授業) 7 日(水) 長縄集会 
5 日(土) 学習発表会 

PTA 成人教育講座 
13 日(火) クラブ活動 

7 日(月) 振替休日 14 日(水) 学級懇談会 
8 日(火) クラブ活動 23 日(金) 終業式 
9 日(水) 
 

SOS の出し方教室(4 年生) 

稲刈り(5 年生) 

 

10 日(木) 職員研修会(４時間授業) 

11 日(金) 3 年生社会科見学 

14 日(月) 家庭学習がんばり週間 
15 日(火) 代表委員会・SC 来校 

発育測定(5，6 年生) 

16 日(水) 
 

発育測定(3，4 年生) 
田主丸タイム(2 年生) 

17 日(木) 発育測定(1，2 年生) 
21 日(月) ボランティア読み聞かせ 

ALT 

24 日(木) 職員研修会(５時間授業) 
28 日(月) ボランティア読み聞かせ

ALT 

29 日(火) 委員会活動 
30 日(水) 6 年生校外学習 

１０月はいじめ対応強化月間でした。主な取組として、いじめに特化した無記名児童アン

ケート、保護者チェックリスト、児童アンケートに基づく教育相談を行い、いじめの早期発

見・早期解決に努めました。まだ、解決できていないことやいじめの兆候等が見られました

ら、今後とも担任等に遠慮なくご相談ください。 

今 後 の 予 定 

１０月いじめ対応強化月間を

終えて 
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